
◎
宇
宙
基
本
法

（
平
成
二
〇
年
五
月
二
八
日
法
律
第
四
三
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
五
月
一
三
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
中
野
清
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
本
案
の
趣
旨
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

宇
宙
は
、
人
類
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
案
は
、

そ
の
開
発
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
、
世
界
の
平
和
、
人
類
の
福
祉
の
向
上

等
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

近
年
、宇
宙
開
発
利
用
に
つ
い
て
は
、人
工
衛
星
を
利
用
し
た
Ｇ
Ｐ
Ｓ
、

放
送
サ
ー
ビ
ス
あ
る
い
は
災
害
監
視
な
ど
、
そ
の
技
術
等
が
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
で
活
用
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
や
各
分
野
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
科
学
技
術
の
進
展
そ
の
他
内
外
の
諸
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、

宇
宙
開
発
利
用
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
我
が
国

の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、
本
案
を
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
宇
宙
開
発
利
用
は
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
条
約
等
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
基
本
理
念
を
定

め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
は
、
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
宇
宙

開
発
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
な

ど
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
基
本
理
念
の
実
現
を
図
る
た
め
に
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
宇
宙
開
発
利
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
等
を
定
め

る
宇
宙
基
本
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

四
に
、
内
閣
に
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
本

部
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
附
則
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
九
日
内
閣
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
賛
成
多
数
を

も
っ
て
委
員
会
提
出
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
関
す
る
決
議
を
議
決
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
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い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議
（
平
成
二
〇
年
五
月
九
日
）

政
府
は
、
宇
宙
基
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

宇
宙
開
発
利
用
は
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
を
基
調
と

し
、
宇
宙
環
境
と
の
調
和
・
共
生
を
図
り
つ
つ
、
国
民
生
活
の
向
上

の
み
な
ら
ず
、
地
球
全
体
の
利
益
向
上
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
行

う
こ
と
。

二

内
閣
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
を
設
置
し
、
中
枢
機
関
と
し
て
我
が

国
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
科
学
の
振
興
に
携
わ
る
有
識
者
の
意
見

を
十
分
に
取
り
入
れ
、
施
策
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
を
整
備

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
、
宇
宙
開
発
利
用
に

係
る
関
連
法
案
の
整
備
、
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
予
算
の
管
理
等
に

つ
い
て
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
政
策
を
戦
略
的
、
総
合
的
か
つ

一
体
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
組
織
の
長
に
は
特
定
の
省
益
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
大

局
的
な
判
断
が
で
き
る
者
を
充
て
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の

組
織
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
省
庁
か
ら
偏
っ
た
登
用
を
す
る

こ
と
な
く
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
宇
宙

開
発
利
用
に
関
係
す
る
機
関
、
あ
る
い
は
宇
宙
開
発
利
用
に
携
わ
る

民
間
企
業
か
ら
幅
広
く
登
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四

本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
、
内
閣
府
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部

に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
わ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
開
発
戦

略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
政
策
を
戦
略
的
、
総
合
的
か
つ
一
体
的
に

推
進
す
る
た
め
の
、
将
来
の
推
進
体
制
を
見
据
え
て
検
討
し
た
上

で
、
必
要
な
法
制
の
準
備
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
内
閣
府
に
お
い
て
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
府
省
と
緊
密
な
連
携
を
と
り
、
一

体
的
か
つ
戦
略
的
に
行
う
こ
と
。

五

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
は
、
本
法
に

掲
げ
る
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
宇
宙
基

本
計
画
に
従
っ
て
運
営
す
る
と
と
も
に
、
目
的
、
機
能
、
業
務
の
範

囲
、
組
織
形
態
の
在
り
方
、
所
管
す
る
行
政
機
関
等
に
つ
い
て
、
独

立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
の
見
直
し
も
含
め
、
本
法

の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
検
討
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
係
す
る
機
関
の
統
合
等
に
つ
い
て

も
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
検
討
す
る
こ
と
。

な
お
、
宇
宙
開
発
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
と

宇
宙
基
本
法

一
二
六



の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

六

本
法
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
に
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る

条
約
等
に
従
い
、
宇
宙
活
動
に
係
る
規
制
な
ど
に
関
す
る
法
制
を
整

備
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

二
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
二
一
日
）

○
岡
田
広
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
し
、
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現

を
図
る
た
め
に
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
国
の
責
務
等
を
明
ら
か
に

し
、
並
び
に
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
宇
宙

開
発
戦
略
本
部
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
衆
議
院
内
閣
委
員
長
中
野
清
君
よ

り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
本
法
律
案
と
昭
和
四
十
四
年
の
衆
議
院
決

議
と
の
整
合
性
、
宇
宙
関
係
予
算
の
管
理
の
在
り
方
、
宇
宙
開
発
利
用
に

関
す
る
情
報
公
開
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期
す
べ
き
で

あ
る
。

一
、
宇
宙
開
発
利
用
は
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
を
基
調
と
し
、

宇
宙
環
境
と
の
調
和
・
共
生
を
図
り
つ
つ
、
国
民
生
活
の
向
上
の
み
な

ら
ず
、
地
球
全
体
の
利
益
向
上
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
行
う
こ
と
。

ま
た
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
、
必

要
な
施
策
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
の
透
明
性
を
可
能
な
限
り

確
保
し
、
宇
宙
開
発
利
用
に
伴
い
生
じ
た
成
果
を
十
分
に
国
民
に
伝
え

広
め
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
内
閣
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
を
設
置
し
、
中
枢
機
関
と
し
て
我
が
国

の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
科
学
の
振
興
に
携
わ
る
有
識
者
の
意
見
を
十
分

に
取
り
入
れ
、
施
策
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
を
整
備
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
、
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
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関
連
法
案
の
整
備
、
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
予
算
の
管
理
等
に
つ
い

て
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
政
策
を
戦
略
的
、
総
合
的
か
つ
一
体
的

に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
組
織
の
長
に
は
特
定
の
省
益
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
大
局

的
な
判
断
が
で
き
る
者
を
充
て
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
組
織

の
職
員
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
省
庁
か
ら
偏
っ
た
登
用
を
す
る
こ
と
な

く
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
宇
宙
開
発
利
用

に
関
係
す
る
機
関
、
あ
る
い
は
宇
宙
開
発
利
用
に
携
わ
る
民
間
企
業
か

ら
幅
広
く
登
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
、
内
閣
府
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に

関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
わ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
開
発
戦
略
本

部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
宇
宙
開

発
利
用
に
関
す
る
政
策
を
戦
略
的
、
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る

た
め
の
、
将
来
の
推
進
体
制
を
見
据
え
て
検
討
し
た
上
で
、
必
要
な
法

制
の
準
備
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
内
閣
府
に
お
い
て
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
省
庁
と
緊
密
な
連
携
を
と
り
、
一
体
的

か
つ
戦
略
的
に
行
う
こ
と
。

五
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
掲

げ
る
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
宇
宙
基
本
計

画
に
従
っ
て
運
営
す
る
と
と
も
に
、
目
的
、
機
能
、
業
務
の
範
囲
、
組

織
形
態
の
在
り
方
、
所
管
す
る
行
政
機
関
等
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法

人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
の
見
直
し
も
含
め
、
本
法
の
施
行
後
一

年
を
目
途
に
検
討
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
係
す
る
機
関
の
統
合
等
に
つ
い
て

も
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
検
討
す
る
こ
と
。

な
お
、
宇
宙
開
発
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
と
の

関
係
に
お
い
て
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

六
、
本
法
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
に
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
条

約
等
に
従
い
、
宇
宙
活
動
に
係
る
規
制
な
ど
に
関
す
る
法
制
を
整
備
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

宇
宙
基
本
法

一
二
八


